
この海外旅行傷害保険は、出国前に「三菱UFJ-VISA」で旅行代金等をお支払いされた場合のみ適用対象となります。出国前に旅行代金等の
当該お支払いがなく、出国後に海外にて旅行代金等の当該お支払いをされた場合は、対象となりませんのでご注意ください。

保険ご利用のしおり
2023年1月現在
（W01019Y305）
2301-32669

「三菱UFJ-VISA（一般）」のご利用を前提として、「海外旅行傷害保険」は出国前に海外旅行代金等をお支払いされた場合、
「ショッピングセイバー」は国内・海外を問わず商品を購入された場合に限り適用されます。
※ICクレジットカード・スーパー ICカードとも、クレジットカード（機能）でのお支払いに限らせていただきます。
三菱UFJ-VISA会員の皆さまのために、三菱UFJニコス㈱が契約者となった東京海上日動火災保険㈱の海外旅行傷害保険および動産総合保険（ショッピングセイバー）を付帯しております。
このしおりは、保険契約の内容や保険金請求のお手続きについてご説明したものです。ご一読の上、保管されますようお願いいたします。ご旅行の際は緊急時に備えて、このしおりと、
旅行代金等を「三菱UFJ-VISA（一般）」でお支払いされたことを確認できる書類の写しをぜひご携帯ください。
保険金請求に際しては、しおりの内容にしたがってお手続きをお願いいたします。

海外旅行傷害保険

※保険適用となる「補償期間」および「旅行代金等のお支払い」は以下の通りです。
「補償期間」とは、カード入会日の翌日以降、海外旅行の目的を持って住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行期間中で、かつ日本出国の前日の午前0時か
ら日本入国の翌日の午後12時までの期間をいい、1回の旅行につき日本国を出国した日の翌日から数えて90日間です。ただし、被保険者が日本国を出国する以前
に公共交通乗用具＊1または募集型企画旅行＊2の料金を当該クレジットカード（機能）により支払ったとき、あるいは被保険者が日本国を出国する以前に公共交通
乗用具＊1または募集型企画旅行＊2の予約を行い、かつ、その料金を当該クレジットカード（機能）により支払ったとき以降の旅行期間とします。
「旅行代金等のお支払い」とは、公共交通乗用具＊1または募集型企画旅行＊2の料金のお支払いをいいます。

＊1公共交通乗用具とは ………対象となる旅行のために利用する公共交通乗用具で、航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運航
される航空機、電車、船舶、バス、タクシー等をいいます。ただし、上記に該当しても以下のような決済の場合を除きますのでご注意ください。・「運賃」
の概念に該当しない決済（例．空港利用税のみの決済等）・搭乗する乗用具や利用区間を特定できない決済（例．乗り放題きっぷ等）・「当該旅行」のため
ではない決済（例．通勤用定期券等）

＊2募集型企画旅行とは ………旅行業法第4条第1項第4号に規定する企画旅行のうち、旅行業者がその旅行業約款において募集型企画旅行として企画するものをいいます。

補償内容
担
保
項
目

傷 害 疾 病
賠 償 責 任 携 行 品 損 害 救 援 者 費 用

死亡・後遺障害 治 療 費 用 治 療 費 用
保
険
金
額

死　　亡　500万円
後遺障害　 20万円～

500万円
30万円 30万円 1,000万円

（免責1,000円）
10万円

年間　100万円限度
（免責3,000円）

年間50万円限度

保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
場
合

被保険者（三菱
UFJ-VISA会員、
以下同様としま
す。） が 補 償 期
間※中の偶然な事
故によるケガがも
とで、事故の日か
らその日を含めて
180日以内に死
亡された場合（事
故により直ちに死
亡された場合を含
みます。）、または
身体に後遺障害が
生じた場合。

被保険者が、
補償期間※中
の偶然な事故
によるケガが
もとで医師の
治療を受けら
れた場合。

〔注〕 事故の日
からその
日を含め
て180日
以内に要
した費用
に限りま
す。

被保険者が、
①海外旅行開始後に発病した病気が
もとで補償期間※終了後72時間を
経過するまでに医師の治療を受け
られた場合。（ただし、補償期間
※終了後に発病した病気について
は、原因が補償期間※中に発生し
たものに限ります。）
②補償期間※中に感染した特定の感染
症がもとで、補償期間※終了日から
その日を含めて30日を経過するま
でに医師の治療を受けられた場合。

〔注1〕 特定の感染症とは、感染症の予
防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律第6条に規定す
る一類感染症・二類感染症・三
類感染症・四類感染症に加え政
令により一類感染症から三類感
染症と同程度の措置が講じられ
ている指定感染症をいいます。
また、保険の対象になる方が治
療を開始した時点において規定
する感染症をいいます。

〔注2〕 ①②共に、初診の日からその日を
含めて180日以内に要した費用に
限ります。

被保険者が、補償期
間※中にあやまって他
人にケガをさせたり、
他人のものを壊した
りして損害を与え、
法律上の損害賠償責
任を負われた場合。

〔注〕 以下のものを含み
ます。

• レンタル業者より被
保険者が直接借用し
た旅行用品または生
活用品。
• ホテルの客室および
客室内の動産（セイフ
ティーボックスのキー
およびルームキーを
含みます。）
• 住居等居住施設内の
部屋および部屋内の
動産
（ただし、建物、マン
ションの戸室全体を
賃借している場合を
除きます。）

補償期間※中に携行品（カメラ、
カバン、衣類など）が盗難・破
損・火災などの偶然な事故にあっ
て損害を受けた場合。

〔注〕 携行品とは、被保険者が所有
かつ携行する身の回り品をい
います。旅行開始前にその旅
行のために他人から無償で借
り、携行するものを含みます。

※次のものは含まれませんので
ご注意ください。
現金・小切手・有価証券・ク
レジットカード・定期券、コ
ンタクトレンズ、義歯、船舶、
自動車、動植物、各種書類、
サーフィンその他これらに類
する運動を行うための用具ま
たは付属品、居住施設内（一戸
建て住宅の場合は当該住宅の
敷地内、集合住宅の場合は当
該戸室内をいいます。）にある
もの、業務用機器、別送品
 など

被保険者が、補償期間※中に
①被った事故によるケガがもと
で、事故の日からその日を含め
て180日以内に死亡された場
合（事故により直ちに死亡され
た場合を含みます。）、または3
日以上続けて入院された場合。

②病気により死亡された場合。
③発病した病気により、補償期間※
終了日からその日を含めて30日
以内に死亡された場合。また
は、3日以上続けて入院された
場合。ただし、旅行中に医師の
治療を開始した場合に限ります。
④搭乗、乗船中の航空機、船舶が
遭難した場合。

⑤被った事故により生死が確認
できない場合（無事が確認でき
た後に発生した費用は対象に
なりません。）または緊急捜索・
救助活動が必要な状態となっ
たことが警察等公的機関によ
り確認された場合。

お
支
払
い
す
る
保
険
金

①死亡された場合
…500万円（被
保険者の法定相
続人にお支払い
します。）
②後遺障害が生じ
た場合…その程
度に応じて、保険
金額（500万円）
の4％～100％
をお支払いしま
す。

〔注〕 ①でお支払い
する保険金は、
保険金をお支
払いする原因
となったケガ
により、傷害
後遺障害保険
金をお支払い
している場合
には、傷害死
亡保険金額か
らすでにお支
払いした傷害
後遺障害保険
金を控除した
残額となりま
す。

1回のケガ、病気につき次の費用のうち実際に支出
した金額で、東京海上日動火災保険㈱が妥当と認め
た金額をそれぞれ30万円を限度としてお支払いし
ます。
①医師、病院に支払った診療・入院関係費用。（緊
急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示
により静養する場合のホテル客室料などの費用を
含みます。）
②治療により必要になった通訳雇入費用、交通費。
③義手、義足の修理費。（ケガの場合のみ対象とな
ります。）
④入院のために必要となったa国際電話料等通信費、
b身の回り品購入費。
　（ただし、1回のケガ、病気につき、bについては
5万円、aとb合計で20万円を限度とします。）
⑤旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直
接帰国するために必要な交通費・宿泊費。
　（払戻しを受けた金額や負担することを予定して
いた金額は差し引きます。）
⑥保険金請求のために必要な医師の診断書費用。
⑦法令にもとづき、公的機関より消毒を命じられた
場合の消毒費用。（病気の場合のみ対象）

〔注〕 日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労
災保険などから支払いがなされ、被保険者が直接支
払うことが必要とならない部分、また海外において
も同様の制度がある場合で、その制度により、被保
険者が診療機関に直接支払うことが必要とされない
部分についてはお支払いの対象となりません。

1回の事故につき、
1,000万円を限度
として損害賠償金を
お支払いします。
また、訴訟費用、損
害の防止軽減に要し
た費用、緊急措置に
要した費用等もお支
払いします。

〔注1〕 1回の事故ごと
に損害賠償金の
うち1,000円
（免責金額）は
自己負担してい
ただきます。

損害賠償金－
1,000円
（免責金額）

〔注2〕 賠償金額の決定
の際には、事前
に東京海上日動
火災保険㈱の承
認が必要となり
ます。

1旅行につき10万円を限度とし
①携行品1つあたりの損害額が
10万円を超える場合は、そのも
のの損害額を10万円とみなしま
す。②保険の対象が乗車船券等
である場合において、保険の対象
の損害額の合計額が5万円を超
える場合は、そのものの損害額を
5万円とみなします。③保険の対
象が旅券の場合には、損害額が
5万円を超える場合は、そのもの
の損害額を5万円とみなします。
（損害額とは修理費、または時価
額のいずれか低い方をいいます。）
また、運転免許証については再発
給手数料を、パスポートについて
は5万円を限度に再発給費用（現
地にて負担した場合に限ります。
交通費、宿泊費を含みます。）を
お支払いします。

〔注1〕 1回の事故ごとに損害額のう
ち3,000円（免責金額）は
自己負担していただきます。

損害額－3,000円
 （免責金額）

〔注2〕 保険金の請求は原則日本の
みで受け付け、日本にて円
貨でお支払いしますので、
事故および損害額の証明書
類をお持ち帰りください。

被保険者および親族の方が実際
に支出した次の費用で東京海上
日動火災保険㈱が妥当と認めた
費用を年間50万円を限度として
お支払いします。
①捜索救助費用。
②救援者の現地までの往復航空
運賃などの交通費（3名分限
度）。

③救援者のホテルなど宿泊施設
の客室料。（救援者1名につき
14日分まで、3名分限度）

④救援者の渡航手続費、現地での
諸雑費（20万円限度）。

⑤現地からの移送費用。
⑥遺体処理費用。（50万円まで）

〔注〕 払戻しを受けた金額、負担する
ことを予定していた金額、傷害
治療費用または疾病治療費用で
支払われるべき金額は差し引き
ます。

■他に同種の保険契約がある場合のお支払い保険金について
保険項目 他の個人クレジットカード付帯保険 他の法人クレジットカード付帯保険 任意加入の海外旅行傷害保険
傷害死亡
後遺障害

合計額ではなく、複数のカード付帯保険のうち最も高い保険金額を上限
としたお受取金額となり、他の付帯保険と按分してお支払いします。 各保険のお支払い金額の合計がお受取金額となります。

その他の
補償項目 傷害死亡・後遺障害以外の各種保険金（治療費用・携行品損害等）は、各保険金額の合計を限度額として、その範囲内で実際の損害額をお支払いします。

※法人クレジットカード　申込人が法人、団体または個人事業主（以下「法人等」といいます。）であって、カード利用代金の支払いが法人等によって行われるものまた
はカード利用代金の支払債務が法人等によって補償されているものをいいます。

■死亡保険金の受取人について
保険金受取人は、被保険者（三菱UFJ-VISA会員）の法定相続人となります。受取人のご指定はできません。

補償内容
担
保
項
目

保険金額（年間限度額） 補 償 期 間 自 己 負 担 額

100万円 購入日よりその日を含めて60日間 1回の事故につき10,000円
保
険
金
を
お
支

払
い
す
る
場
合

「三菱UFJ-VISA」を保有する本人会員並びに家族会員が、「三菱UFJ-VISA」にて商品を購入し、購入日よりその日を含めて60日以内にそれらの商品が破損・
盗難・火災等の偶然の事故により損害を被った場合。
保険対象者は補償の対象となる商品を正当な権利をもって所有している方。

お
支
払
い

す
る
保
険
金

三菱UFJ-VISA会員1名あたりの年間限度額を100万円とし、「三菱UFJ-VISA」のご利用額あるいは購入店の領収証に記載された商品の購入金額（修理
が可能な場合は修理金額か購入金額のどちらか低い金額）から、自己負担額10,000円（免責金額）を控除した金額を限度にお支払いします。他の保険契約から
も保険金が支払われる場合、他の保険契約で支払われた保険金を差し引いた残額に対し保険金をお支払いします。

保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
主
な
場
合

次のような原因により生じた損害。
①戦争（宣戦の有無を問わず。）その他の変乱に起因する損害。
②差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除く。
③補償の対象となる商品の自然の消耗または性質によるさび、かび、変質、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等の損害。
④補償の対象となる商品のかしに起因する損害。ただし、被保険者またはこれらの者に代わって管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかったかしに
よって生じた事故に起因する損害を除く。

⑤核燃料物質（使用済燃料を含む。）もしくは核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含む。）の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する損
害またはこれらの特性に起因する事故に随伴して生じた損害。

⑥被保険者または被保険者以外の保険金を受け取るべき者（保険金受取人）の故意または重大な過失に起因する損害。ただし、損害が、保険金受取人の故意また
は重大な過失に起因して生じた場合においては、保険金受取人の受け取るべき金額についてのみ適用。

⑦被保険者と同一世帯の親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合はこの限りでない。
⑧加工（修理を除く。）を施した場合、加工着手後に生じた損害。
⑨修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害。ただし、これらの事由に起因して火災または破裂・爆発が発生した場合を除く。
⑩電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故に起因して火災または破裂・爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故
の結果として発生した場合を除く。

⑪詐欺または横領に起因して生じた損害。
⑫置き忘れ（置き忘れ後の盗難を含む）または紛失に起因する損害。
⑬地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する損害。
⑭台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災に起因する損害。
⑮補償の対象となる商品の液体の流出（香水・化粧品等）。
⑯補償の対象となる商品の受取前の損害。 など

補
償
の
対
象
と

な
ら
な
い
主
な
商
品

①船舶（ホバークラフト、ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。）、航空機（ヘリコプターおよび飛行船を含みます。）、自動車、
自動二輪車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品

②自転車、八ンググライダー、パラグライダー、サーフボ－ド、ウィンドサーフィン、スキー、ラジオコントロール模型およびこれらの付属品
③義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するもの
④現金、手形、小切手、その他の有価証券、印紙、切手、乗車券等（鉄道・船舶の乗車券・定期券・航空券・宿泊券・観光券および旅行券をいいます。）旅行用小切手、
プリペイドカードおよびあらゆる種類のチケット

⑤稿本、設計書、図案、証書、帳簿、その他これらに準ずるもの
⑥動物および植物
⑦携帯式電子機器（携帯電話、PHS、スマートフォン、ポケットベル等の通信機器、ノー卜型パソコン、タブレット端末、ワープロ等の携帯式電子事務機器
およびこれらの付属品）

⑧食料品
⑨ソフトウェアまたはプログラム等無体物
⑩不動産
⑪ラジコン模型、ラジコンヘリ、無人ヘリおよびこれらの付属品 など

国内・海外のご利用を問わず、「三菱UFJ-VISA」にて購入された商品が破損したり、盗難、火災などの損害を被った場合に適用いたします。
ショッピングセイバー

担
保
項
目

傷 害 疾 病
賠 償 責 任 携行品損害 救 援 者 費 用

死亡・後遺障害 治療費用 治 療 費 用

保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
主
な
場
合

たとえば、
●被保険者や保険金受
取人の故意。

●けんかや自殺、犯罪
行為を行うこと。

●無免許・酒気帯び・
麻薬等使用中の運転。

●脳疾患、心神喪失、妊
娠、出産、早産、流産、
不妊症によるケガ。
●戦争、その他変乱（テ
ロ行為を除く）、放射
線照射、放射能汚染。

●むちうち症または腰
痛で他覚症状のない
もの。

●旅行開始前、終了後
に発生したケガ。

●被保険者が危険なス
ポーツ活動中の事故。

 など

たとえば、
●被保険者や保険金受取人の故
意。

●けんかや自殺、犯罪行為を行
うこと。

●戦争、その他変乱（テロ行為を
除く）、放射線照射、放射能汚染。
●むちうち症または腰痛で他覚
症状のないもの。

●妊娠、出産、早産または流産
が原因の病気、不妊症。

●歯科疾病。
●旅行開始前に発病した病気
（既往症）。
●山岳登はん中の高山病。
●日本国外においてカイロプラ
クティック、鍼または灸の施
術者による治療を必要とした
場合の費用。

●レーシック手術
 など

たとえば、
●被保険者の故意。
●戦争、その他変乱（テロ
行為を除く）、放射線照
射、放射能汚染。

●汚染物質に起因する賠償
責任。

●罰金、違約金、懲罰的賠
償額に対する賠償責任。

●職務遂行に関する（仕事
上の）賠償責任。

●親族に対する賠償責任。
●航空機、船舶、車両、銃
器（ヨット、水上オート
バイ、ゴルフ場の乗用カー
ト、レジャー目的で使用
中のスノーモービルを除
きます。）の所有・使用・
管理に起因する賠償責任。
●受託品に関する賠償責任。

 など

たとえば、
●被保険者や保険金受取人の故意。
●差し押え、破壊等の公権力の行使。
（火災消防、避難処置、空港等の安全
確認検査での錠の破壊を除きます。）
●無免許、酒気帯び、麻薬等使用中
の運転。

●戦争、その他変乱（テロ行為を除
く）、放射線照射、放射能汚染。

●携行品のかしまたは自然の消耗、
さび、変色、虫喰い。

●携行品の置き忘れまたは紛失。
●単なる外観の損傷で機能に支障を
きたさない損害。

●ウインドサーフィン・サーフィン
その他これらに類する運動を行う
ための用具または付属品の損害。

●山岳登はん、ハンググライダーな
どを行っている間に生じた用具の
損害。

 など

たとえば、
●被保険者や保険金受取
人の故意。
●けんかや自殺（死亡さ
れた場合を除きます。）、
犯罪行為を行うこと。
●戦争、その他変乱（テ
ロ行為を除く）、放射
線照射、放射能汚染。
●むちうち症または腰痛
で他覚症状のないも
の。
●妊娠、出産、早産また
は流産が原因の病気、
不妊症による入院。
●歯科疾病による入院。
●無免許・酒気帯び・麻
薬等使用中の運転中に
生じた事故による入院。

 など
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救援者、賠償責任の場合

東京海上日動
海外総合サポートデスク

へ連絡

保険金請求手続き 東京海上日動海外総合サポートデスクについて

Q&A

1．保険金請求までの流れ
【海外旅行傷害保険】

2．保険金請求に必要な書類
（1） 海外旅行傷害保険

（2） ショッピングセイバー

購入日からその日を含めて60日以内に商品の破損・盗難・火災などの損害
を被った場合は、事故の日から30日以内に事故発生の状況・事故の程度等
をご連絡ください。

※事故証明書を入手
（警察に行けない場合
は、第三者証明が必要
になります。）

病　　　院
（実費を一度お立て替えくだ
さい。クレジットカードが
使える場合もございますの
で病院にお尋ねください。）

警察へ連絡
（盗難）

緊
急
時
の
相
談

※領収書・診断書を入手
（クレジットカードご利用の
場合でも必要となります。
但し、治療費用が10万円
以下の場合は診断書不要。）

携行品損害の場合 病気、ケガの場合

帰　　　国

保険金請求手続き
※事故の日から30日以内に事故発生の状況・事故の程度等をご連絡ください。

【ショッピングセイバー】

●東京海上日動DCカード事故受付ダイヤル［東京海上日動火災保険㈱］

 0120（789）701（9：00～17：00／土・日・祝・年末年始休）
音声ガイダンスに従い、下記該当番号を入力してください。
・海外旅行傷害保険の場合「1」→東京海上日動火災保険㈱
（既に事故報告をされておりその後のお打合せ・お問合せの方は「0」を入力してください。）
・ショッピングセイバーの場合「2」→東京海上日動火災保険㈱

 ※海外旅行傷害保険の場合、海外からは東京海上日動海外総合サポートデスクへ

※東京海上日動火災保険㈱は、保険金請求手続の中で、お客さまのカード会員資格を三菱UFJニコスに確認させて
いただきますのでご了承ください。

 事故の形態必要書類 盗難事故 火災事故 破損事故 その他事故
保険金請求書 ◎ ◎ ◎ ◎
罹災証明書または盗難届（注1） ◎ ◎ （注2） （注2）
修理見積書または領収書 ◎ ◎ ○
売上票（お客様控） ◎ ◎ ◎ ◎
写真 ◎ ◎ ◎
「三菱UFJ-VISA」カード表面（コピー） ◎ ◎ ◎ ◎

（注1）受理番号をご確認ください。
（注2）全損の場合は原則現物をご提示頂きます。破損・その他事故の場合は第三者からの事故証明をいただく事が

あります。
※◎印は原則として必要な書類。○印は場合によっては必要となる書類です。その他、事故内容により別途書類の
提出をお願いする場合があります。

【よくあるご質問にお答えします!】

海外旅行傷害保険……………… 海 ショッピングセイバー…… SS

Q1 海 旅行代金を「三菱UFJ-VISA」で支払わなければ保険が付
かないのですか？

A1 はい。旅行代金等を出国する以前に「三菱UFJ-VISA」でお支払
いになられた場合のみ保険適用対象となります。（入会日翌日以降
出発のご旅行より適用）
なお、旅行代金等は、航空機等の代金、旅行業者が募集企画したツ
アー（旅行業法第4条に定められたもの）の代金です。宿泊ホテル
等をご自分でご予約・お支払いになられたものは含まれません。

Q2 海 旅行だけでなく、留学や海外出張の場合でも補償されますか？

A2 補償されます。なお、保険適用の要件・補償期間等は旅行の場合
と同様、海外旅行傷害保険のものが適用されます。

東京海上日動火災保険㈱所定の保険約款によるものです。本サービスは、事前のご案内なくサービス内容の変更、または事前にご案内のうえ
でサービスの停止をさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先
カードに付帯されている保険の種類、補償額等概要に関しては
受付時間／9：00～ 17：00（無休・年末年始は休み）
　三菱UFJニコス株式会社
　DCカードコールセンター

東京 03-3462-4465／大阪 06-6532-1062

各保険の詳細に関しては
（取扱代理店） エスティ保険サービス株式会社
 受付時間／9：00～17：00（土・日・祝・年末年始は休み）

0120-77-6620
 フリーダイヤルをご利用いただけない場合は
 03-5909-3866
（引受保険会社） 東京海上日動火災保険株式会社

（保険契約者） 三菱UFJニコス株式会社 （「三菱UFJ-VISA」発行元）　株式会社 三菱UFJ銀行
本冊子に記載している内容は2023年1月現在の情報です。

保険の内容について

24時間 日本語対応

 保険金種類
保険金請求書類

傷 害
死 亡

後 遺
障 害

携行品
損 害

賠 償
責 任

治 療
費 用

救援者
費 用

医師の診断書 ○ ◎
治療費の明細書・領収書 ○ ◎
死亡診断書または死体検案書 ◎
事故証明書 ◎ ○ ◎ ○ ○ ○
支出を証明する書類 ○ ◎
示談書 ◎
示談金領収書 ◎
損害額を立証する書類 ◎
購入時の領収書 ◎
修理見積書または領収書 ◎
損害品の写真 ◎
除籍謄本 ◎
委任状・戸籍謄本 ◎
同意書 ○ ○ ○ ○
後遺障害診断書 ◎
パスポートコピー ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
保険金請求書 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
旅行代金等を出国前にお支払い頂いたことを証明する書類 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
その他の関係書類（詳しくは保険会社よりご案内させていただきます。） ○ ○ ○ ○ ○ ○
※◎印は原則として必要な書類。○印は場合によっては必要となる書類です。別途書類の提出をお願いする場合が
あります。
（例、空港でスーツケースをうけとった際に破損があった場合は、航空会社の証明をお取りください。）
※治療費用について、請求額が10万円以下の場合、診断書は不要です。
※診断書・事故証明書等の発行手数料は、保険金支払い対象外です。
（但し、海外旅行傷害保険のご請求で東京海上日動に提出用の診断書の発行手数料はお支払いの対象となりますの
で、診断書原本をご提出ください。）

●フリーダイヤルでのご連絡方法
左表に掲載されている国・地域については、フリーダイヤルを設定しております。

●『東京海上日動海外総合サポートデスク』LINE無料通話＊1のご案内
スマートフォンから、コミュニケーションアプリ「LINE」
を利用して、東京海上日動海外総合サポートデスクにお
問合せいただけます。
日本から持っていく携帯電話でフリーダイヤルにかける
と、国際ローミング料金が発生することがありますが、
LINE無料通話＊1の場合、Wi-Fiに接続できる環境があれ
ば無料で東京海上日動海外総合サポートデスクへお問合
せいただけます。
＊1 専用サイトの通話発信ボタンをタップしていただくと、LINEが起動し、イ

ンターネット経由で「東京海上日動海外総合サポートデスク」と無料通話が
できる機能です。

◎LINE無料通話でのご連絡方法◎
1．上記二次元バーコードから専用サイト＊2にア
クセスします。

2．専用サイトの「オペレーターと話す」のボタ
ンをタップします。

3．メッセージにしたがい「発信」ボタンをタップ
すると、海外からもワンタッチで東京海上日動
海外総合サポートデスクにつながります。

＊2 LINEアプリからの発信はできません。専用サイトからご利用く
ださい。

※画面イメージは実際の画面と異なる場合があります。

《ご注意点》
・パケット通信料はお客様の負担となります。Wi-Fi環境で利用されることをお勧めいたします。
・東京海上日動海外総合サポートデスクからお客様のLINEアプリへの発信はできません。折り返し電話を希望
される場合は、お客様が利用可能な滞在先の電話番号へご連絡いたします。

・LINEアプリのトーク機能（チャット）はご利用いただけません。
・お客様の滞在エリアによってはご利用いただけない場合があります。
・通信環境や端末スペックなどにより、通話品質に影響が生じる場合があります。
・本サービスは、スマートフォンでLINEアプリをインストールしてからご利用ください。
・本サービスは、海外に滞在中のお客様を対象にしております。帰国後の保険金のご請求に関するお問合せは、
東京海上日動DCカード事故受付ダイヤル（0120-789-701）をご利用ください。

●国際コレクトコール（料金受信人払い）でのご連絡方法
電話を受ける側が料金を負担するサービスです。現地の国際電話局にダイヤル
し、電話局のオペレータを呼び出し、（81）-3-6758-2460でコレクトコー
ルのお申込みをしてください。コレクトコールのオペレータには日本語は通じ
ませんので現地語または英語で依頼することが必要です。

https://www.intac-net.
co.jp/line/card/

【東京海上日動海外総合サポートデスクのサービス内容】
お客さまからのニーズ・トラブルの種類に応じて、各種専門機関を手配し、次の
ようなサービスを提供しています。

【東京海上日動海外総合サポートデスクとは】
「東京海上日動海外総合サポートデスク」は、東京海上日動火災保険㈱の海外
旅行傷害保険に付帯されているサービスであり、三菱UFJ-VISA会員は海外
旅行傷害保険の被保険者として、このサービスが受けられます。
海外旅行中の病気やケガ、盗難などの様々なトラブルにより、保険について
の相談をしたい場合にご連絡ください。専任スタッフが各種相談に日本語に
て対応いたします。
ご連絡先は下表をご参照ください。
⇒東京海上グループの東京海上インターナショナルアシスタンス社（INTAC）が24時間年中
無休体制で全世界からのお電話を東京で受付しています。

24時間 日本語対応

救急病院の
紹 介・手 配

救急処置ができる病院や医師を紹介します。
必要に応じ、診察の予約や入院のお手伝いもします。

転院の手配 救急病院で適切な治療が受けられない場合は、医療設備の整った病院や専門医
のいる病院へ転院の手配をします。

医療機関への
キャッシュレス・
メディカル・
サービスの手配

病院等医療機関への支払保証の交渉をいたします（カード会員資格確認をする
必要があるため、お時間を要する場合がございます）。
原則、出国日が確認できる書類（パスポートコピーや航空券のチケット、Eチ
ケット等）のご送付をお願いしています。ご提出いただけない場合は、当サー
ビスのご提供ができませんのでご了承ください。

交通機関の
手 配

緊急移送や転院に必要な交通機関を、病状や交通事情に応じて手配します。救急
飛行機（医療設備付）・ヘリコプター・救急車・定期便飛行機等の手配もします。

付 添 医 師・
看護師の手配

緊急移送や転院のために被保険者を移送する時、必要に応じて付添の医師・看
護師を手配します。

救 援 者 に
対する援助

被保険者の救援に向かわれるご家族の航空便等の予約、宿泊ホテルの手配、捜
索救助機関の紹介・手配をします。（死亡または3日以上入院等一定の条件を満
たした場合に限ります。）

その他サービス 上記他、盗難事故や賠償事故等についても各種ご相談に応じます。

・電話番号は最新のものを掲載していますが、変更になる場合がありますので出発前にご確認ください。
・ご契約の海外旅行傷害保険でお支払対象とならない場合や安全性が確保できない地域、通信・交通手段が確保さ
れていない地域では、サービスの提供をお断りすることがあります。

・サービスのご利用の際には、右記のご連絡事項を確認させて頂きます。カード会員資格確認のためにサービスの
ご提供にお時間を要する場合がございますので、あらかじめご了解ください。

・カード会員資格の確認が取れない場合や、日本出国日の確認ができる書類をご送付いただけない場合は、サービ
スのご提供をお断りさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・原則、出国日が確認できる書類（パスポートや航空券のチケット、Eチケット等）の写しをお送りいただきます。
・出国前に「三菱UFJ-VISA」で旅行代金等をお支払いされた場合のみサービスご利用の対象となりますので、お
支払いされたことが確認できる書類をお手元にご用意ください。

24時間 日本語対応

上記以外の地域・国から、あるいは上記ダイヤルで繋がらない場合は、
ダイヤル直通または国際コレクトコールにて
（81）3-6758-2460「東京海上日動海外総合サポートデスク」

東京海上日動海外総合サポートデスク
■北米

滞在地 電話番号 滞在地 電話番号
アメリカ合衆国本土
（アラスカを除く） 1-800-446-5571 ハワイ 1-800-446-5571

カナダ 1-800-665-6779 グアム 1-888-841-7905
バミューダ諸島 1-800-623-0164 サイパン 1-866-666-5127

■中南米
滞在地 電話番号

チリ 1230-020-2474

■ヨーロッパ
滞在地 電話番号 滞在地 電話番号

アイルランド 1-800-55-8166 デンマーク 8001-0516
イギリス　 0800-028-6560 ドイツ 0800-1-81-1391
イタリア 800-8-70715 ハンガリー 06-800-11886
オーストリア 0800-281-284 フィンランド 0800-1-181-33
オランダ 0800-022-5777 フランス 0800-909634
ギリシャ 00-800-8113-0008 ベルギー 0800-1-8115
スイス 0800-55-5692 ポルトガル 800-8-81-127
スウェーデン 020-791-027 ルクセンブルク 8002-2863
スペイン 9009981-64 ロシア 810-800-20041081

■アジア
滞在地 電話番号 滞在地 電話番号

アラブ首長国連邦 800-081-0-0065 トルコ 00-800-8191-9166
イスラエル 1-80-947-8001 フィリピン 1-800-1-811-0177
インドネシア 001-803-81-0154 香港 800-96-6933
韓国 00798-81-1-0068 マカオ 0800-449
シンガポール 800-811-0423 台湾 0080-181-2233
タイ 001-800-811-0215 マレーシア 1800-80-3072
中国 4001-202989

■オセアニア
滞在地 電話番号 滞在地 電話番号

オーストラリア 1-800-146-401 ニュージーランド 0800-44-8461

■アフリカ
滞在地 電話番号

南アフリカ共和国 0800-98-3595

上記ダイヤルは、各国から「東京海上日動海外総合サポートデスク」へ直接繋がるフリーダイヤルです。

Q3 海 事前の申込手続きは必要ですか？

A3 事前の申込手続きは不要です。

Q4 海 SS 家族会員（カード保有者）も保険の対象になりますか？

A4 対象になります。本人会員と同じ内容の保険がついています。
海外旅行傷害保険では、家族（本人）会員は、本人（家族）会員がご本人・
ご家族分をあわせて旅行代金等をお支払いになられた場合にも、対象と
なります。（会員でないご家族は対象外となります。）

Q5 海 虫歯で治療にかかった場合の費用は保険の対象となりますか？

A5 歯科疾病（虫歯・歯槽膿漏など）の治療費は対象となりません。但
し、転んで歯を折るなど、偶然な事故が原因での治療（入れ歯は対
象外）では対象となる場合もあります。

Q6 海 レンタカー乗車中の傷害事故は保険の対象となりますか？

A6 三菱UFJ-VISA会員ご自身の治療費は対象です（運転資格を持た
ない場合や酒気帯び運転などは対象外）。
但し、車および他人の方に与えた損害は対象となりません。

Q7 海 スキューバダイビング中の傷害事故は保険の対象となりますか？

A7 約款上に定める危険なスポーツには該当しないため、治療費は対象
です。（危険なスポーツの主な例：山岳登はん、スカイダイビング）

Q8 海 出張のために会社から貸与されたパソコンが破損した場
合、保険の対象ですか？

A8 旅行行程開始前にその旅行のためにご自身が他人から無償で借り
たものであれば対象です。業務の目的で借りたものは対象外です。

Q9 海 SS
宅配で荷物やお土産品などを送付した場合の、その間の盗
難や破損は保険の対象となりますか？

A9 別送品の損害は対象となりません。

Q10 海 携行品損害における「携行する」とは、どのような状態で
すか？

A10 本人が携帯している（身につけている・手に持っている）状態、
あるいはたずさえて行く状態を言います。例えば、ベンチにカメ
ラを置いたまま離れ、戻った時にはなかった場合等の状況では保
険の対象となりません。

Q11 海 SS
「三菱UFJ-VISA」で購入した商品が、他の海外旅行傷害
保険などでも補償されている場合には、二重に保険金が受
けられますか？

A11 二重では受けられません。実際の損害額を上限に支払われ、他の保険契
約で支払われた保険金を差し引いた残額に対し保険金をお支払いします。

Q12 SS レンタル代金を「三菱UFJ-VISA」で支払った場合には、
保険の対象となりますか？

A12 対象となりません。商品を「三菱UFJ-VISA」で購入した時のみ
保険の対象となります。

Q13 SS
「三菱UFJ-VISA」で購入した商品について、贈り物とし
て他人にあげた場合、あるいは他人に貸している間に破損
してしまった場合には補償されますか？

A13「三菱UFJ-VISA」で購入した商品に対し補償されるため、対象と
なります。

ご連絡事項

①氏名・生年月日・性別
②三菱UFJ-VISA会員番号（上6桁・下4桁）・登録住所・登録電話番号
③緊急事態の詳細・疾病傷害の状況
④現地連絡先・電話番号
⑤その他「東京海上日動海外総合サポートデスク」担当者の求める情報
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